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ア 応急対策活動のための資機材

イ 総合防災拠点の資機材

ウ 応急活動のための食料・飲料水等

エ 避難者等のための食料・飲料水等

２２ 個個別別のの資資機機材材にに対対すするる監監査査

一次調査の結果を踏まえ、選定した機関について、関係書類の確認及び現地調査等による監査

を実施した。 
監査を行った対象機関は次のとおりである。 

監査対象資機材 監査対象機関名

応急対策活動のための資機材

装備施設課

災害対策課

高知東警察署

安芸警察署

佐川警察署

総合防災拠点の資機材 危機管理・防災課

応急活動のための食料・飲料水等

県職員用

総務事務センター

危機管理・防災課

安芸福祉保健所

幡多福祉保健所

須崎農業振興センター

須崎土木事務所

幡多土木事務所

青少年センター

県警察職員等用

災害対策課

高知東警察署

安芸警察署

佐川警察署

県立学校の生徒・職員用

学校安全対策課

室戸高等学校

高知丸の内高等学校

高知江の口特別支援学校

県立病院の患者・職員用
県立病院課

あき総合病院

青少年教育施設の宿泊利用者用
生涯学習課

青少年センター

避難者等のための食料・飲料水等 地域福祉政策課

 
５５ 監監査査のの実実施施期期間間 

令和４年６月から令和５年２月まで 

行政監査結果報告書 
 
地方自治法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）第 条第２項の規定により、高知

県監査委員監査基準（令和２年高知県監査公表第７号）に準拠し監査を実施したので、行政監査の

結果を次のとおり報告する。 
 
第第１１ 監監査査のの概概要要 

１１ 監監査査のの種種類類 
法第 条第２項の規定に基づく行政監査 

 
２２ 監監査査のの対対象象 

１１ テテーーママ 
防災に必要な資機材の管理について 

 
２２ テテーーママ選選定定理理由由

近年、大規模な地震や豪雨により、全国各地で被害が発生している。本県でも、近い将来南

海トラフ地震により甚大な被害が想定されるなど、災害への備えが重要となっている。

今回の行政監査では、南海トラフ地震に備えて県が備蓄、整備している災害対策等に必要な

物資や機材について、備蓄及び管理の状況を検証し、県民の安心・安全の確保に資することを

目的とする。

３３ 監監査査対対象象機機関関 
知事部局、教育委員会、公営企業局、警察のうち災害応急対策等のために資機材を備

蓄、整備している機関、危機管理・防災課及び南海トラフ地震対策課 
 

４４ 監監査査対対象象事事務務 
防災用資機材の管理事務 

 
３３ 監監査査のの着着眼眼点点（（評評価価項項目目）） 

主な着眼点は次のとおりとした。

１ 計画等に沿って備蓄又は整備が行われているか。

２ 保管場所が適切に確保され、災害発生時に迅速に活用できる状態であるか。

３ 定期的な確認を実施し、品質・機能が適切に維持されているか。

４ 機材等の活用に備えた訓練は適切に行われているか。 
 

４４ 監監査査のの実実施施内内容容 
１１ 一一次次調調査査 

南海トラフ地震対策行動計画（以下「行動計画」という。）において、県が備蓄、整備する

こととなっている次の資機材について、南海トラフ地震対策課、地域福祉政策課及び警察本部

に備蓄状況に関する資料の提供を求めた。 
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表２ 応急対策活動用資機材（備品及び消耗品）

ゴムボート、アルミ船艇、発電機、チェーンソー、エンジンカッター、チルホール、

シャベル、つるはし、ハンマー、のこぎり、ロープ、ゴーグル、ヘッドライト、手袋、

下肢防護衣、カセットコンロ、カセットボンベ、耳栓、ランタン、ポリタンク、バケツ、

ライフジャケット など

ゴムボートや発電機、ヘッドライトなど使用にあたって燃料や電池などが必要なものについ

ては、資機材と一緒に保管が行われていた。また、釘踏抜防止板や耳栓など、段ボール箱やキ

ャビネット等で保管されている資機材もあったが、箱等に品名や数量が表示されており、いず

れの警察署においても中身が確認できる状態で適切に保管が行われていた。

今回監査を実施した警察署のうち、高知東警察署及び安芸警察署はハザードマップの津波浸

水想定区域に位置している。高知東警察署では、発電機は通常業務で使用しているため倉庫１

階で保管されていたが、発災時には庁舎等へ移動する体制となっている。安芸警察署では、発

電機など浸水により使用に影響があるおそれのある資機材は庁舎４階で保管されていた。

３３ 定定期期的的なな確確認認をを実実施施しし、、品品質質・・機機能能がが適適切切にに維維持持さされれてていいるるかか

警察の装備品については、高知県警察警備装備品管理規程第７条の規定に基づき、数量、

外観等について月１回の通常点検を実施し、別記第４号様式の装備品通常点検記録表に記入

することになっている。また、機能、操作方法等については年２回特別点検を実施し、別記

第５号様式の特別点検実施簿に記入することになっている。

衛星携帯電話については、リチウムイオンバッテリーは完全放電させると充電できなくな

る特性があることから、月１回充電及び点検を行い、管理ファイルに点検日等を記録するこ

とになっている。

高知東警察署、安芸警察署及び佐川警察署において、点検等の実施状況を確認したところ、

いずれも適切に点検等が行われていた。

応急対策活動用資機材については、消耗品についても一覧表が作成されており、訓練等に

より数量の変更があった場合は、その都度各警察署から警察本部に報告され、管理が行われ

ていた。

高知県警察警備装備品管理規程

第７条 装備品の現況については、次に掲げる点検を行うものとする。

１ 通常点検 保管責任者が保管中の装備品の保管場所、数量、外観等について月

１回以上行う点検をいう。

２ 特別点検 保管責任者が保管中の装備品の機能、操作方法、使用方法等につい

て年２回以上行う点検をいう。

２ 通常点検の実施結果は別記第４号様式の装備品通常点検記録表に、特別点検及び随

時点検の実施結果は別記第５号様式の装備品随時点検・特別点検実施簿に記入し、そ

れぞれ３年間保管するものとする。

４４ 機機材材等等のの活活用用にに備備ええたた訓訓練練はは適適切切にに行行わわれれてていいるるかか

ア 資格保有者の確保

第第２２ 監監査査のの結結果果

１１ 総総括括

監査を実施した限り、監査の対象となった事務はおおむね適切に行われていることが認めら

れた。しかしながら、浸水のおそれのある場所で備蓄物資の保管が行われているものや備蓄物

資の数量が物品出納・管理簿と相違しているものなど、管理が十分でない事例が認められた。

発災時の活動に支障がないよう、日頃から資機材の適切な管理を徹底する必要がある。

調査内容の詳細は次のとおりであった。

２２ 応応急急対対策策活活動動ののたためめのの資資機機材材

１１ 計計画画等等にに沿沿っってて備備蓄蓄又又はは整整備備がが行行わわれれてていいるるかか

行動計画では、地震発生後に倒壊家屋や浸水域での救出活動を迅速に行うため、必要な資

機材を整備することとなっている。今回の行政監査では、第４期行動計画（令和元年度から

令和３年度）において警察の応急対策活動のために整備を行うこととなっている表１の資

機材の整備状況について、警察本部に関係資料の提供を求めヒアリングを実施した。

表１ 警察の応急対策活動に係る資機材の計画数量及び実績

取組内容 計画数量 実績

衛星携帯電話（台）

ドローン映像のリアルタイム伝送用装備（式） １ ０

遺体収容袋（袋）

釘踏抜防止板 足）

簡易トイレ（セット）

アルミフレーム式シェルター（基） ６ ２

バックホー（台） １ ２

バックホー搬送車輌（台） １ ２

四駆車（台） ２ ０

オフロードバイク（台） １ ０

プロペラボート搬送車輌（台） １ １

サージカルマスク（枚）

防塵マスク（枚）

防護セット（セット）

ゴム手袋（双）

アルコール消毒液（リットル）

一部の資機材については計画どおり整備が行われていなかったが、優先順位等を見極めな

がら配備を行っているとのことであった。

２２ 保保管管場場所所がが適適切切にに確確保保さされれ、、災災害害発発生生時時にに迅迅速速にに活活用用ででききるる状状態態ででああるるかか

行動計画で整備することとなっている資機材及び応急対策活動用に保有されている備品、

消耗品のうち、高知東警察署、安芸警察署及び佐川警察署に保管されている資機材について

現地確認を実施した。対象とした備品及び消耗品の例は表２のとおりである。
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２２ 保保管管場場所所がが適適切切にに確確保保さされれ、、災災害害発発生生時時にに迅迅速速にに活活用用ででききるる状状態態ででああるるかか

資機材の保管場所が把握できる一覧が整備されており、使用手順を定めたマニュアルもあわせて

保管されていた。また、資機材の稼働に必要な燃料や電池等も資機材と一緒に適切な保管が行われ

ていた。

３３ 定定期期的的なな確確認認をを実実施施しし、、品品質質・・機機能能がが適適切切にに維維持持さされれてていいるるかか

訓練等も活用し、各地域本部がおおむね月に１回状態等を確認している。

４４ 機機材材等等のの活活用用にに備備ええたた訓訓練練はは適適切切にに行行わわれれてていいるるかか

行動計画では、総合防災拠点を活用した訓練を毎年１回実施することになっている。

各出先機関から要員を招集し、資機材を活用した訓練を行っていることを確認した。

４４ 応応急急活活動動ののたためめのの食食料料・・飲飲料料水水等等

１１ 計計画画等等にに沿沿っってて備備蓄蓄又又はは整整備備がが行行わわれれてていいるるかか

行動計画では、発災後の応急活動を円滑に行うため、あらかじめ県職員や生徒等の食料や飲

料水等の備蓄を進めることになっている。行動計画の備蓄目標は表５のとおりである。

表５ 応急活動のための食料・飲料水等の計画数量

取組内容 計画数量 担当課名

県職員用 ３日分の水・食料・非常用排便袋・マスク 総務事務センター

県警察職員等用 ３日分の水・食料 災害対策課

県立中学校・高等学校の生徒・職員用 ３日分の水・食料等
学校安全対策課

県立特別支援学校の児童生徒・職員用 ５日分の水・食料等

県立病院の患者・職員用 ７日分の水・食料、災害用簡易トイレ 県立病院課

青少年教育施設の宿泊利用者用 ２日分の水・食料等 生涯学習課

担当課に、第４期行動計画終了時の備蓄の状況に係る資料提供等を求め、ヒアリングを実施

したところ、計画どおり備蓄が行われていた。

２２ 保保管管場場所所がが適適切切にに確確保保さされれ、、災災害害発発生生時時にに迅迅速速にに活活用用ででききるる状状態態ででああるるかか

保管場所の状況について、表６の機関が管理している備蓄物資の現地調査を行ったところ、

次のような事例が認められた。

表６ 備蓄物資の現地調査対象機関

対象物資 現地調査対象機関

県職員用

危機管理・防災課、安芸福祉保健所、幡多福祉

保健所、須崎農業振興センター、須崎土木事務

所、幡多土木事務所、青少年センター

県警察職員等用 高知東警察署、安芸警察署、佐川警察署

県立中学校・高等学校の生徒・職員用及び

県立特別支援学校の児童生徒・職員用

室戸高等学校、高知丸の内高等学校、高知江の

口特別支援学校

県立病院の患者・職員用 あき総合病院

青少年教育施設の宿泊利用者用 青少年センター

第４期行動計画では、救出活動に必要な資機材の運転等の資格保有者を確保するため、大

（中）型自動車免許は 人、小型船舶免許は 人、小型車両系建設機械特別教育は 人

資格取得者を増強することとなっている。

資格取得者の状況について、警察本部にヒアリングを実施したところ、大（中）型自動車

免許は 人、小型船舶免許は 人、小型車両系建設機械特別教育は 人となっており、

おおむね計画どおり資格の取得が行われていた。

イ 倒壊家屋等からの救出訓練

倒壊家屋や土砂崩れ現場等での救出活動に備え、毎年３回以上訓練を実施することとなっ

ている。

訓練の実施状況について、警察本部にヒアリングを実施したところ、令和元年度は８回、

令和２年度は３回、令和３年度は３回実施されていた。

ウ 浸水域での救出訓練

浸水域での救出活動に備え、機動隊員等は毎年２回以上、各警察署においては毎年複数回

救助用ボートを活用した操船訓練等の救出訓練を実施することとなっている。

訓練の実施状況について、警察本部にヒアリングを実施したところ、機動隊員等は、令和

元年度は 回、令和２年度は８回、令和３年度は５回、各署においても年２回以上訓練が

実施されており、計画どおり訓練が実施されていた。

３３ 総総合合防防災災拠拠点点のの資資機機材材

１１ 計計画画等等にに沿沿っってて備備蓄蓄又又はは整整備備がが行行わわれれてていいるるかか

総合防災拠点は表３のとおり県内８箇所に整備されており、地震発生時には災害対策本部等

との連絡調整機能やヘリポート機能のほか、医療救護活動の支援機能や支援物資の集積及び

仕分け等の機能を果たすこととなっている。

表３ 総合防災拠点

広域拠点

室戸広域公園

地域拠点

高知大学医学部

春野総合運動公園 四万十緑林公園

青少年センター 安芸市総合運動場

宿毛市総合運動公園 土佐清水総合公園

総合防災拠点に必要な資機材については、南海トラフ地震に対する地域の防災力向上を目

指し、県内５つのブロックに設置されている南海トラフ地震対策推進地域本部ごとに策定し

ている拠点運営班運営マニュアルに従って整備している。整備されている資機材の例は表４

のとおりである。

表４ 総合防災拠点の資機材

防災行政無線携帯型無線機、衛星携帯電話、ヘリ交信用無線機、トランシーバ、デジカメ、

ヘッドライト、寝袋、人命救助システム、台車、懐中電灯、ラジオ、ノートパソコン、プリ

ンター、バルーン型照明機、発電機 など

総合防災拠点のうち、室戸広域公園、青少年センター及び宿毛市総合運動公園で保管されて

いる資機材の整備状況を確認したところ、マニュアルどおりに確保されていた。
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備蓄物資について、総務事務センター課長の了解を得ないまま払出しを行っていた。また、

払出時期等について物品出納・管理簿に適切な記載が行われていなかった。

高知県災害時等職員用備蓄物資管理要領

（備蓄物資の有効活用）

第７条 前条の規定に拘わらず、管理責任者は、県民の防災意識の高揚を図り、啓発すること、

及び県職員の災害対応能力の向上を図ることを目的とする訓練等で、備蓄物資を有効活用する

ことができるものとする。

なお、備蓄物資の有効活用にあたっては、次の事項に留意することとする。

１ 使用方法については、管内市町村あるいは学校等で実施される防災訓練、各種イベントの

際の地域住民への配布、及び県で実施する訓練等とする。

２ 使用する備蓄物資は、保存期限までの残り期間が１年未満のものとし、活用する場合は、

事前に総務事務センター課長の了解を得ること。

エ 室戸高等学校

室戸高等学校では、平成 年度に受け入れたパン 食が有効活用されないまま、令和２

年２月に賞味期限を経過していた。また、平成 年度に受け入れたアルファ米 食につい

ても、令和３年７月に賞味期限を経過していた。

高知県立学校災害時等児童生徒及び教職員用備蓄物資管理要領第 条では、管理責任者は

保存期間が経過し、有効活用することができないと認められる備蓄物資は、学校安全対策課長

に協議のうえ、廃棄することになっているが、この手続きも行われていなかった。

高知県立学校災害時等児童生徒及び教職員用備蓄物資管理要領

（備蓄物資の有効活用）

第７条 前条の規定に拘わらず、管理責任者は、児童生徒の防災意識の高揚を図り、啓発をする

こと及び教職員の災害対応能力の向上を図ることを目的とする訓練等で、備蓄物資を有効活用

することができるものとする。

（備蓄物資の廃棄）

第 条 管理責任者は、保存期間が経過し、有効活用することができないと認められる備蓄物資

を、学校安全対策課長に協議のうえ、廃棄するものとする。

オ 青少年センター（青少年教育施設の宿泊利用者用）

平成 年度に受け入れた水 本は、物品出納・管理簿では払い出したことになっている

が、現在も保管されていた。平成 年度に受け入れたアルファ米 食は、物品出納・管理

簿では保管されていることになっているが、現物を確認することができなかった。また、平成

年度に受け入れたアルファ米 食は令和２年２月に賞味期限を経過していた。

保存期間が経過し、有効活用することができないと認められる備蓄物資については、県立青

少年教育施設利用者用備蓄物資管理要領第 条の規定に基づき、生涯学習課長に協議のうえ

廃棄することになっているが、この手続きも行われていなかった。

県立青少年教育施設利用者用備蓄物資管理要領

（備蓄物資の有効活用）

ア 幡多福祉保健所

幡多福祉保健所はハザードマップの津波浸水想定区域には位置していないものの、洪水浸

水想定区域に位置しているが、備蓄物資は庁舎１階会議室で保管されていたため、浸水によ

って使用できなくなることが懸念される。

イ 青少年センター（青少年教育施設の宿泊利用者用）

青少年センターでは、施設の宿泊利用者用の備蓄物資の保管場所を把握しているのは、管

理職等一部の職員のみであったため、発災後の対応を円滑に行うことができないおそれが

ある。

ウ 総合防災拠点（県職員用）

総合防災拠点の運営は、南海トラフ地震対策推進地域本部や出先機関の職員等が行うこと

になっている。室戸広域公園、青少年センター及び宿毛市総合運動公園の総合防災拠点にお

いて、運営にあたる職員の食料等の保管状況を確認したところ、所属する出先機関において

保管されており、総合防災拠点には保管されていなかった。発災後に食料等を総合防災拠点

に移動することは困難となり、食料等が確保できないことが懸念される。

３３ 定定期期的的なな確確認認をを実実施施しし、、品品質質・・機機能能がが適適切切にに維維持持さされれてていいるるかか

表６の機関において、物品出納・管理簿等をもとに備蓄物資の管理状況を確認したところ、

次のような事例が認められた。

ア 幡多福祉保健所

幡多福祉保健所において、物品出納・管理簿と現物の照合を行ったところ、便袋について

は、物品出納・管理簿の管理数量は 枚であったが、現物は 枚であり数量が一致して

いなかった。

不足分の 枚について総務事務センターに確認したところ、現在幡多福祉保健所が管理

を行っている食肉衛生検査所に係る便袋であり、平成 年度に健康政策部に納品後、幡多

福祉保健所に払出しされずに保管されていた。

幡多福祉保健所においては、現物の確認を行わないまま、誤った数量を物品出納・管理簿

に記載していた。

イ 総務事務センター

高知県災害時等職員用備蓄物資管理要領では、別表で備蓄物資の管理責任者を定めてい

る。食肉衛生検査所の備蓄物資については、上記のとおり現在幡多福祉保健所が管理を行っ

ているが、同管理要領では食肉衛生検査所に係る管理責任者が規定されていなかった。

ウ 青少年センター（県職員用）

高知県災害時等職員用備蓄物資管理要領第７条の規定では、備蓄物資を有効活用する場合

は、使用する備蓄物資は保存期限までの残り期間が１年未満のものとし、事前に総務事務セ

ンター課長の了解を得ることになっているが、青少年センターでは、この規定に該当しない
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４４ 機機材材等等のの活活用用にに備備ええたた訓訓練練はは適適切切にに行行わわれれてていいるるかか

備蓄物資の仕分け、梱包、トラックへの積み込みなど一連の作業手順について、運送会社等

の協力も得て訓練を行っていた。

第７条 前条の規定にかかわらず、管理責任者は、利用者の防災意識の高揚、啓発及び各施設職

員の災害対応能力の向上を目的とする訓練等で、備蓄物資を有効活用することができるものと

する。

（備蓄物資の廃棄）

第 条 管理責任者は、保存期間が経過し、有効活用することができないと認められる備蓄物資

を、生涯学習課長に協議のうえ、廃棄するものとする。

４４ 機機材材等等のの活活用用にに備備ええたた訓訓練練はは適適切切にに行行わわれれてていいるるかか

職員等が応急活動にあたるための食料等であるため、活用に備えた訓練は実施していない。

５５ 避避難難者者等等ののたためめのの食食料料・・飲飲料料水水等等

１１ 計計画画等等にに沿沿っってて備備蓄蓄又又はは整整備備がが行行わわれれてていいるるかか

第４期行動計画における避難者等のための食料・飲料水等の備蓄計画数量は表７のとおり

である。

表７ 避難者等のための食料・飲料水等の備蓄計画数量及び実績

項目 計画数量 実績

食料（食）

水（リットル）

毛布（枚）

避難者等のための食料・飲料水等について、所管する地域福祉政策課に備蓄の状況に関する

資料の提供を求めたところ、いずれも計画どおり適切に備蓄が行われていた。

食料及び水については、備蓄の最終目標を達成しているが、毛布の最終的な備蓄目標数量は

枚であり、令和９年度（第６期行動計画終了時）に目標を達成するよう備蓄が進めら

れている。

２２ 保保管管場場所所がが適適切切にに確確保保さされれ、、災災害害発発生生時時にに迅迅速速にに活活用用ででききるる状状態態ででああるるかか

避難者等のための食料・飲料水等の備蓄物資は、県内 箇所に分散して保管が行われてお

り、このうち室戸広域公園、青少年センター及び宿毛市総合運動公園の備蓄物資について保管

状況の確認を行った。

備蓄物資は段ボール箱に入った状態で保管されており、品名や納入年度、賞味期限等中身が

確認できるように表示が行われていた。また、備蓄物資調達の際には、パレットに積載し、荷

崩れしないようラッピングを施して納入することを仕様書で求めており、発災後速やかに搬

送できる状態で保管が行われていた。

３３ 定定期期的的なな確確認認をを実実施施しし、、品品質質・・機機能能がが適適切切にに維維持持さされれてていいるるかか

地域福祉政策課では、年１回数量及び保管状態の確認を行っている。また、賞味期限を迎え

る備蓄物資については、市町村や社会福祉協議会等に配布され、有効活用が行われていた。
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備備蓄蓄物物資資をを有有効効活活用用すするる場場合合はは、、高高知知県県災災害害時時等等職職員員用用備備蓄蓄物物資資管管理理要要領領のの規規定定にに留留

意意ののううええ、、必必要要なな手手続続ききをを行行ううととととももにに、、適適宜宜現現物物ととのの照照合合をを行行いい、、物物品品出出納納・・管管理理簿簿にに

払払出出ししのの状状況況をを記記載載しし、、物物品品のの適適切切なな管管理理をを行行わわれれたたいい。。

また、青少年センターでは、青少年教育施設の宿泊利用者用の備蓄物資について、物品

出納・管理簿と現物の数量が一致していないものがあった。

物物品品のの管管理理ににああたたっっててはは、、適適宜宜現現物物ととのの照照合合をを行行ううととととももにに、、物物品品出出納納・・管管理理簿簿にに払払

出出しし等等のの状状況況をを適適切切にに記記載載さされれたたいい。。

３３ 備備蓄蓄物物資資のの有有効効活活用用ににつついいてて

ア 県立学校の児童生徒・職員用

室戸高等学校においては、応急活動のために備蓄されている食料が有効活用されな

いまま賞味期限を過ぎているものがあった。

賞賞味味期期限限をを過過ぎぎてて保保管管ししてていいるる備備蓄蓄物物資資ににつついいてて、、早早急急にに対対応応をを検検討討さされれたたいい。。まま

たた、、今今後後賞賞味味期期限限をを迎迎ええるる備備蓄蓄物物資資ににつついいててはは、、防防災災訓訓練練やや学学校校行行事事ににおおけけるる配配布布なな

どど有有効効活活用用にに努努めめらられれたたいい。。保保存存期期間間がが経経過過しし、、ややむむをを得得ずず有有効効活活用用すするるここととががでできき

なないいとと認認めめらられれるる備備蓄蓄物物資資ににつついいててはは、、高高知知県県立立学学校校災災害害時時等等児児童童生生徒徒及及びび教教職職員員用用

備備蓄蓄物物資資管管理理要要領領第第 条条のの規規定定にに基基づづきき、、学学校校安安全全対対策策課課長長にに協協議議ののううええ必必要要なな手手続続

ききをを行行わわれれたたいい。。

学学校校安安全全対対策策課課ににおおいいててはは、、他他のの県県立立学学校校ににおおいいててもも同同様様のの事事例例ががなないいかか確確認認ののうう

ええ備備蓄蓄物物資資のの適適切切なな管管理理をを行行ううよようう指指導導さされれたたいい。。

イ 青少年教育施設の宿泊利用者用

青少年センターにおいて、宿泊利用者用として備蓄されている食料が有効活用されな

いまま賞味期限を過ぎているものがあった。

賞賞味味期期限限をを過過ぎぎてて保保管管ししてていいるる備備蓄蓄物物資資ににつついいてて、、早早急急にに対対応応をを検検討討さされれたたいい。。ままたた、、

今今後後賞賞味味期期限限をを迎迎ええるる備備蓄蓄物物資資ににつついいててはは、、防防災災訓訓練練やや主主催催事事業業ににおおけけるる配配布布ななどど有有効効

活活用用にに努努めめらられれたたいい。。保保存存期期間間がが経経過過しし、、ややむむをを得得ずず有有効効活活用用すするるここととががででききなないいとと認認めめ

らられれるる備備蓄蓄物物資資ににつついいててはは、、県県立立青青少少年年教教育育施施設設利利用用者者用用備備蓄蓄物物資資管管理理要要領領第第 条条のの規規

定定にに基基づづきき、、生生涯涯学学習習課課長長にに協協議議ののううええ必必要要なな手手続続ききをを行行わわれれたたいい。。

生生涯涯学学習習課課ににおおいいててはは、、他他のの青青少少年年教教育育施施設設ににおおいいててもも同同様様のの事事例例ががなないいかか確確認認ののうう

ええ備備蓄蓄物物資資のの適適切切なな管管理理をを行行ううよようう指指導導さされれたたいい。。

第第３３ 意意見見

監査の結果、資機材の適切な管理が行われていなければ、発災後の応急活動に支障がでるお

それがあるにもかかわらず、管理が十分でないものが認められた。

ついては、今回の監査で確認された課題を踏まえ、次のとおり意見を述べる。

１１ 応応急急活活動動ののたためめのの食食料料・・飲飲料料水水等等

１１ 保保管管場場所所ににつついいてて

幡多福祉保健所はハザードマップの洪水浸水想定区域に位置しているが、応急活動にあ

たる職員の食料等の備蓄物資が１階会議室で保管されていた。

浸浸水水にによよりり使使用用にに影影響響ががででるるおおそそれれががああるるたためめ、、上上層層階階へへのの移移動動ななどど備備蓄蓄物物資資のの保保管管場場

所所ににつついいてて検検討討さされれたたいい。。

青少年センターでは、施設の宿泊利用者用の備蓄物資の保管場所を把握しているのは、

管理職等一部の職員のみであった。

発発災災後後のの対対応応をを円円滑滑にに行行ええるるよようう、、応応急急活活動動ににああたたるる職職員員へへ備備蓄蓄物物資資のの保保管管場場所所をを周周知知

さされれたたいい。。

総合防災拠点の運営は、南海トラフ地震対策推進地域本部や出先機関の職員等が行うこ

とになっているが、運営にあたる職員の食料等は、所属する出先機関において保管されて

おり、総合防災拠点には保管されていなかった。発災後は食料等を総合防災拠点に移動す

ることが困難となり、食料を確保できないことが懸念される。

危危機機管管理理・・防防災災課課ににおおいいててはは、、拠拠点点にに参参集集すするる職職員員のの食食料料等等ににつついいててはは、、ああららかかじじめめ総総

合合防防災災拠拠点点でで保保管管をを行行ううよようう検検討討さされれたたいい。。

２２ 備備蓄蓄物物資資のの適適切切なな管管理理ににつついいてて

幡多福祉保健所では、便袋について物品出納・管理簿と現物の数量が一致していなかっ

た。

物物品品のの管管理理ににああたたっっててはは、、適適宜宜現現物物ととのの照照合合をを行行いい、、備備蓄蓄物物資資のの適適切切なな管管理理をを行行わわれれたた

いい。。

高知県災害時等職員用備蓄物資管理要領において、食肉衛生検査所に係る管理責任者が

規定されていなかった。

総総務務事事務務セセンンタターーににおおいいててはは、、管管理理責責任任者者がが明明確確ににななるるよようう高高知知県県災災害害時時等等職職員員用用備備蓄蓄

物物資資管管理理要要領領のの見見直直ししをを行行わわれれたたいい。。

ままたた、、管管理理責責任任者者がが適適宜宜現現物物ととのの照照合合をを行行いい、、備備蓄蓄物物資資のの適適切切なな管管理理をを行行ううよようう指指導導ささ

れれたたいい。。

高知県災害時等職員用備蓄物資管理要領第７条では、備蓄物資を有効活用する場合に使

用する物資は、保存期限までの残り期間が１年未満のものとし、活用する場合は事前に総務

事務センター課長の了解を得ることになっているが、青少年センターでは、この規定に該当

しない物資について、総務事務センター課長の了解を得ないまま払出しを行っていた。ま

た、払出しの時期等について、物品出納・管理簿に適切な記載が行われていなかった。
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監査公表第 3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 7 項の規定によ

り、財政的援助団体等の監査を実施したので、同条第 9項の規定

により、その結果を次のとおり公表する。

令和 5年 3月31日

高知県監査委員　下村　　勝幸

同　　　　　　　金岡　　佳時

同　　　　　　　奥村　　陽子

同　　　　　　　五百藏　誠一

財政的援助団体等監査結果報告（令和 4年度）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 7 項の規定により、高知県監査委員監査基準（令

和 2年高知県監査公表第 7号）に準拠し監査を実施したので、財政的援助団体等の監査の結果を下

記のとおり報告する。

記

第 1　監査の概要

1　監査の種類

地方自治法第199条第 7項の規定による財政的援助団体等の監査

2　監査の対象

県が団体の基本財産、資本金又は出資金の 4分の 1以上を出資している団体（以下「出資団

体」という。）、県が公の施設の管理を委託している団体（以下「指定管理者」という。）及

び県が補助金等を交付している団体（以下「補助金等交付団体」という。）のうち以下の16団

体

( 1 )　出資団体

ア　公益財団法人高知県スポーツ協会（監査実施日：令和 4年11月29日）

イ　一般財団法人高知県地産外商公社（監査実施日：令和 4年11月17日）

ウ　土佐くろしお鉄道株式会社（監査実施日：令和 5年 1月26日）

出資金

補助金等

出資金

補助金等

出資金

補助金等

出資額及び出資比

率

名称

　　金額

名称

　　金額

出資額及び出資比

率

名称

　　金額

名称

　　金額

出資額及び出資比

率

名称

　　金額

名称

　　金額

基本財産269,272,600円のうち208,130,000円、77.3パーセ

ント

高知県スポーツ振興推進事業費補助金

136,329,057円

高知県地域スポーツ振興事業費補助金

555,606円

基本財産184,100,000円のうち103,000,000円、55.9パーセ

ント

高知県地産外商公社運営費補助金

279,835,773円

高知県高知家プロモーション事業費補助金

51,982,648円

資本金499,000,000円のうち245,000,000円、49.1パーセン

ト

高知県安全安心の施設整備事業費補助金

132,637,103円

高知県第三セクター鉄道維持対策事業費補助金

50,769,860円

エ　公益財団法人高知県観光コンベンション協会（監査実施日：令和 5年 1月19日）

出資金

補助金等

出資額及び出資比

率

名称

　　金額

基本財産255,190,000円のうち100,000,000円、39.2パーセ

ント

高知県観光振興推進事業費補助金

812,675,230円（観光政策課）
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オ　株式会社高知県観光開発公社（監査実施日：令和 5年 1月17日）

カ　高知県土地開発公社（監査実施日：令和 4年11月 2 日）

( 2 )　指定管理者

ア　一般社団法人オフィスポラリス（監査実施日：令和 4年12月 2 日）

イ　一般社団法人高知県山林協会（監査実施日：令和 4年11月30日）

出資金

指定管理

出資金

指定管理

指定管理

管理代行料87,700,000円、利用料金収入97,035,840円

管理代行料8,046,000円、利用料金収入9,709,455円

管理代行料23,114,000円、利用料金収入0円

出資額及び出資比

率

対象施設

出資額及び出資比

率

対象施設

対象施設

資本金350,000,000円のうち150,000,000円、42.9パーセン

ト

高知県立足摺海洋館

基本財産10,000,000円のうち10,000,000円、100パーセン

ト

高知県立交通安全こどもセンター

高知県立甫喜ケ峰森林公園

ウ　公益財団法人高知県牧野記念財団（監査実施日：令和 5年 1月19日）

エ　特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館（監査実施日：令和 5年 1月19日）

オ　公益財団法人四万十市公園管理公社（監査実施日：令和 5年 1月19日）

カ　高知ファズ株式会社（監査実施日：令和 4年11月 2 日）

ク　株式会社香北ふるさとみらい（監査実施日：令和 5年 1月10日）

キ　特定非営利活動法人高知県青年会館（監査実施日：令和 4年11月15日）

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

指定管理

管理代行料465,525,803円、利用料金収入42,976,231円

管理代行料52,914,000円、利用料金収入13,380,430円

管理代行料9,500,000円、利用料金収入39,900,660円

管理代行料146,112,987円

管理代行料41,453,000円

管理代行料21,323,000円

管理代行料37,281,000円

対象施設

対象施設

対象施設

対象施設

対象施設

対象施設

対象施設

高知県立牧野植物園

高知県立土佐西南大規模公園（大方地区・佐賀地区）

高知県立土佐西南大規模公園（中村地区）

高知港係留施設等

高知県立香北青少年の家

高知県立高知青少年の家

高知県立青少年体育館

( 3 )　補助金等交付団体

ア　社会福祉法人香南会（監査実施日：令和 4年11月30日）

117,892,633円（スポーツ課）

補助金等 名称

　　金額

高知県軽費老人ホーム事務費補助金

77,308,261円

イ　一般社団法人高知県漁業就業支援センター（監査実施日：令和 5年 1月17日）

3　監査の着眼点（評価項目）

監査の対象となった財政的援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が

当該財政的援助等の目的に沿って行われているか。

4　監査の実施内容

監査の対象団体が令和 3年度に執行した財政的援助等に係る出納その他事務について、実地

監査による関係書類の閲覧及び現場確認、当該対象団体及びその所管課から説明を聴取するな

どの方法により、監査委員による監査（委員監査）及び事務局職員による監査（事務局監査）

を実施した。

第 2　監査の結果

前記のとおり監査を実施した限り、重要な点において、監査の対象となった事務の執行が当該

財政的援助等の目的に沿って行われていると認められた。

補助金等 名称

　　金額

高知県漁業就業支援事業費補助金

62,104,355円
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